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免責条項 

 

 高圧ガス保安協会は、この基準に対する第三者の知的財産権にかかわる確認について責任を

負いません。この基準に関連した活動の結果発生する第三者の知的財産権の侵害に対し補償す

る責任は使用者にあることを認識し、この基準を使用しなければなりません。 

 高圧ガス保安協会は、この基準にかかわる個別の設計、製品等の承認、評価又は保証に関す

る質問に対しては、説明する責任を負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

 

１．技術的内容に関わる質問 

  この基準を使用するにあたって、規定について不都合があり改正が必要と考えられる場

合、追加の規定が必要と思われる場合、又は規定の解釈に関して不明な点がある場合には、以

下の方法に従って技術的質問状を提出してください。技術的質問状は、高圧ガス保安協会の公

正性、公平性、公開性を原則とする技術基準策定プロセスを用いて運営される担当委員会組織

により検討された後、書面にて回答されます。 

 

１．１ 技術的質問状の作成方法 

１．１．１ 必要事項 

  技術的質問状には、以下の事項について明確に示してください。 

  a) 質問の目的 

下記の中の一つを明示してください。 

1) 現状の基準の規定の改正 

2) 新しい規定の追加 

3) 解釈 

  b) 背景の情報 

高圧ガス保安協会及びその担当委員会が、質問の内容について正しく理解するために必

要な情報を提供してください。また、質問の対象となっている基準の名称、発行年、該

当箇所を明示してください。 

  c) 補足説明の必要性 

技術的質問状を提出する人は、その内容に関してさらに詳細な説明をするため、又は委

員会委員から受けるであろう質問に関しての説明を行うため、担当委員会の会議に出席

することができます。当該説明の必要がある場合には、その旨明記してください。 

 

１．１．２ 書式 

a) 基準の規定の改正又は追加の場合 

基準の改正又は追加に関する質問を提出する場合には、下記の項目を記してください。 

1) 改正又は追加の提案 

  改正又は追加の提案を必要とする基準の該当規定を明確にするため、該当部分のコ

ピーに手書き等で明示するなど、できるだけわかりやすく示したものを添付してくだ

さい。 

2) 必要性の概要説明 

  改正又は追加の必要性を簡単に説明してください。 

3) 必要性の背景の情報 

  高圧ガス保安協会及びその担当委員会が提案された改正又は追加について、十分に

評価し検討できるように、その提案の根拠となる技術的なデータ等の背景情報につい

て提供してください。 

この基準に関する質問等について 
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b) 解釈 

解釈に関する質問を提出する場合には、下記の事項を記してください。 

1) 質問 

  解釈を必要とする規定について明確にし、できるだけ簡潔な表現を用いて質問の提

出者の当該規定に関する解釈が正しいか又は正しくないかを尋ねる形式の文章により

提出してください。 

2) 回答案 

  解釈に関する質問を提出する人が、上記 1)に対する回答案がある場合には、“は

い”又は“いいえ”に加えて簡単な説明又はただし書きを付した形式の回答案を付し

てください。 

3) 必要性の背景の情報 

  高圧ガス保安協会及びその担当委員会が提案された解釈に関する質問について、十

分に評価し検討できるように、その提案の背景を示してください。 

 

１．１．３ 提出形式 

   技術的質問状は原則ワープロ等で作成し、必要に応じて明瞭な手書きの書類等を添付し

てください。技術的質問状には、質問者の名前、所属先名称、住所、電話番号、ＦＡＸ番

号、電子メールアドレスを明記し、下記宛てに電子メール、ＦＡＸ又は郵送により送付し

てください。なお、提出された情報（個人情報も含む）は、高圧ガス保安協会及びその担

当委員会における必要な作業を行うために利用され、原則的に一般に公開する担当委員会

において公表されることがあります。また、高圧ガス保安協会及びその担当委員会に質問

の内容について確認のため問い合わせを行う場合があります。 

 

２．技術的内容に関わる質問以外の質問 

   技術的内容に関わる質問以外の質問については、高圧ガス保安協会の基準担当がお答え

いたしますので、電子メール、ＦＡＸ又は郵送により下記宛てにお問い合わせください。 

 

３．お問い合わせ先及び技術的質問状の送付先 

   この基準に関するご質問は下記までお問い合わせください。また、技術的質問状につい

ては書面で下記宛てにお送りください。 

 

記 

 
高圧ガス保安協会 保安技術部門 技術基準担当宛 

〒105-8447 東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル 

E-mail：hpg@khk.or.jp 

ＴＥＬ：03-3436-6103 

ＦＡＸ：03-3438-4163 

以上



 

(1) 
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著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

Ⅰ 総則 

 

1 適用範囲 

本基準は、冷凍保安規則（以下「冷凍則」という。）の適用を受ける製造施設

の内、冷凍則第 40 条に規定する特定施設に係る高圧ガス保安法第 35 条の保安

検査について適用する。 

 

2 検査項目及び検査方法 

2.1 一般 

技術基準の適合状況（許可時に要求された性能を満足しているかどうか）につ

いて、Ⅱ 保安検査の方法に示す検査項目に応じた方法又は当該方法に基づき実

施された検査についての記録確認により行う。 

 

2.2 テクノロジーの活用 

2.1 の検査項目に応じた方法については、ドローン、ロボット、センシング、

AI 等の技術を活用することにより、技術基準の適合状況を確認するための必要

な情報が得られると検査を実施する者が判断した場合には、これらの技術を活

用しても差し支えない。 

なお、検査にドローン、ロボット、センシング、AI 等を活用する場合は、経済

産業省が公開している次のガイドライン等を参考に、安全に配慮して検査を行

わなければならない。 

・プラントにおけるドローンの安全な運用方法に関するガイドライン 

・プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関するガイドライン 

・プラント保安分野 AI 信頼性評価ガイドライン 

 

2.3 経済産業大臣特別認可等による基準に係る検査方法について 

冷凍則第 69条等の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査等で

あって、本基準を適用することが適当でない場合にあっては、本基準の内容に関

わらず適切な方法により行ってもよい。 

 

3 技術基準条項と対応する検査方法の該当箇所 

冷凍則の技術基準条項（定置式製造設備に係る技術上の基準）とそれに対応す

る検査方法の該当箇所の一覧を表 1 に示す。 
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著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

表 1－冷凍則条項と対応する検査項目 

冷凍則条項 検査項目 

第 7 条第 1 項  

第 1 号 
2.1 引火性又は発火性の物のたい積の状況 

2.2 火気の付近にないこと 

第 2 号 1.1 警戒標 

第 3 号 2.4 漏えいガスが滞留しない構造 

第 4 号 4.3 冷媒ガスが漏えいしない構造 

第 5 号 3.1 耐震設計構造 

第 6 号 
4.1 冷媒設備の耐圧性能 

4.2 冷媒設備の気密性能 

第 7 号 5.1 圧力計 

第 8 号 6.1 安全装置 

第 9 号 6.2 安全弁等の放出管 

第 10 号 5.2 液面計 

第 11 号 5.2 液面計 

第 12 号 6.5 消火設備 

第 13 号 2.3 流出防止措置 

第 14 号 5.3 電気設備の防爆構造 

第 15 号 6.4 ガス漏えい検知警報設備 

第 16 号 6.3 除害措置 

第 17 号 1.2 バルブ等の操作に係る措置 

 

4 検査の周期 

保安検査は、3 年に 1 回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害

その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行う事が

困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に 1回受け、

又は自ら行わなければならない。 
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Ⅱ 保安検査の方法 
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著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 

1 警戒標 等 

1.1 警戒標 

製造施設の警戒標に係る検査は目視検査 1)とし､外観に不鮮明な文字、破損及

びその他の異常 2)のないことを目視 (必要に応じて図面と照合して行うものを

いう。以下同じ。)により確認する。 

注 1) 目視検査とは、直接目視によるほか、直接目視によるときと同等以上の情

報が得られると検査を実施する者が判断した方法（例えば、ファイバース

コープ、カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用した結果、直接目視と同等

以上の情報が得られる方法）も含むものとする。以下同じ。 

注 2) 取付位置、記載事項等の確認を含む。 

1.2 バルブ等の操作に係る措置 

バルブ等の操作に係る措置に関する検査は目視検査とし、次による。 

a) 標示板等 

外観1)に破損その他の異常のないことを目視により確認する。 

b) 塗色、銘板又はラベル等の表示 

外観1)に破損その他の異常のないことを目視により確認する。 

c) 施錠、封印等 

適切に措置されていることを目視により確認する。 

d) 操作空間及び照明等 

操作するために必要な空間及び必要な照度を有する照明があることを目視

により確認する。 

注 1) 外観には、取付位置、方向、記載事項等を含む。 

 

2 施設レイアウト 等 

2.1 引火性又は発火性の物のたい積の状況 

冷凍設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管（以

下「高圧部」という。）の付近について、引火性又は発火性の物のたい積（作業

に必要なものを除く。）の有無に係る検査は目視検査とし、高圧部の付近に引火

性又は発火性の物（作業に必要なものを除く。）のたい積がないことを目視によ

り確認する。 

2.2 火気の付近にないこと 

a) 火気を取り扱う施設（当該製造設備内のものを除く。）の有無に係る検査は

目視検査とし、2.2.1 による。 

b) 高圧部と同一の室にある火気を取り扱う施設までの距離に係る検査は、距離

測定とし、2.2.2 による。ただし、前回保安検査以降、高圧部と火気を取り

扱う施設の設置位置に変更がないことを記録により確認した場合は、その高
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圧部は火気と隔離された部屋に設置されていることを目視により確認する。 

2.2.1 目視検査 

高圧部は火気と隔離された部屋に設置されていることを目視により確認する。 

2.2.2 距離測定 

距離の確保状況について、巻尺その他の測定器具を用いた距離の実測により

確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定可能

な場合は、目視により確認を行ってもよい。 

2.2.3 目視検査 

腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを目視により確認する。 

2.3 流出防止措置 

a) 受液器（毒性ガスで、内容積が１万リットル以上のものに限る。以下、こ

の節において同じ。）の周囲に講じた流出を防止するための措置に係る検査

は、目視検査とし、2.3.1による。 

b) 受液器の周囲に講じた流出を防止するための措置のうち、当該構造物に係る

主要な寸法の検査は、寸法測定とし、2.3.2 による。ただし、前回保安検査

以降、設置状況に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認を

もって寸法測定に代えてもよい。 

2.3.1 目視検査 

外観に亀裂、破損、その他の異常のないことを目視により確認する。 

2.3.2 寸法測定 

寸法測定について、巻尺その他の測定器具を用いた距離の実測による確認又

は図面により確認する。ただし、規定の寸法を満たしていることが目視又は図

面により容易に判定可能な場合には、目視又は図面により確認してもよい。 

2.4 漏えいガスが滞留しない構造 

滞留しない構造（可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを冷媒ガスとす

る冷媒設備の高圧部を設置する室に限る。）に係る検査は目視検査及び作動検

査とし、2.4.1及び2.4.2による。 

2.4.1 目視検査 

外観1)に破損その他の異常のないことを目視により確認する。 

2.4.2 作動検査 

機械通風装置を設置している場合にあってはその機能について、作動させ、

確実に作動することを確認する。 

注1) 外観には、取付位置、方向等を含む。 

 

3 耐震設計構造 

耐震設計構造物に係る検査は目視検査とし、次による。 
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a) 耐震設計構造物 

外観に割れ、傷、腐食、変形等耐震性に及ぼす異常がないことを目視により確

認する。 

b) 基礎 

沈下、不等沈下等耐震性に及ぼす異常がないことを目視により確認する。 

c) 基礎ボルト 

腐食、変形等がなく、基礎と支持構造物が弛みなく締め付けられていることを

目視により確認する。 

 

4 冷凍設備 

4.1 冷凍設備の耐圧性能 

4.1.1 耐圧性能に係る検査 

冷媒設備（配管以外の部分に限る。）の耐圧性能に係る検査は、内部及び外部

について目視及び非破壊検査又はその記録により確認する。 

4.1.2 目視及び非破壊検査又は記録確認 

冷媒設備（配管以外の部分に限る。）の内部及び外部について、割れ、傷、腐

食、摩耗、その他の異常がないことを確認する。 

ただし、内部及び外部の検査は、次により実施する。 

a) 内部の検査 

当該冷媒ガス等により腐食その他の異常を生ずるおそれのないものにあって

は、内部の検査を省略してもよい。 

b) 外部の検査 

外部が断熱材等で被覆され目視により確認が不可能なものであって断熱材の

外面に損傷が認められない場合はその外面について目視検査を行う。 

c) 非破壊検査 

目視により明らかに判定可能なものにあっては、非破壊検査を省略してもよ

い。 

4.2 冷媒設備の気密性能 

4.2.1 気密性能に係る検査 

運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧性能の確認後の組立状態にお

いて行う冷媒設備の気密性能に係る検査は、試験又はその記録による検査とし、

次による。 

4.2.2 試験検査又は記録確認 

 次の a)又は b)に掲げる方法により確認する。 

a) 運転状態において行う気密試験は、その運転状態における圧力において行い

各部に漏れのないことを確認する。 

b) 運転を停止した状態又は修理後の組み立て状態において行う気密試験は、空

気、窒素等の危険性のない気体を用い許容圧力以上の圧力を 10 分間以上保
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持した後、発泡液の塗付又はガス検知器による検知若しくはその他の方法

により漏えいを認めないこととする。 

4.3 冷媒ガスが漏えいしない構造 

4.3.1 防振措置、衝撃防護措置、防食措置等に係る検査 

製造設備の防振措置、衝撃防護措置、防食措置等に係る検査は、目視検査とし、

次による。 

ただし、必要に応じ図面又は記録により検査する。 

4.3.2 目視検査 

次の各号を満足していることを確認する。 

a) 製造設備は、振動により冷媒ガスが漏えいするおそれのある部分について振

れ止め、可撓管、防振装置等を設けなければならない。 

b) 製造設備は、衝撃等により破損し、冷媒ガスが漏えいするおそれのある部分

について適切な防護措置を講じなければならない。 

c) 製造設備の外面で腐食により冷媒ガスが漏えいするおそれのある部分につ

いて塗装等により適切な防食措置を講じなければならない。 

 

5 計装・電気設備 

5.1 圧力計 

a) 冷媒設備（圧縮機（当該圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対す

る保護装置を有するものは除く。）の油圧系統を含む。）の圧力計の設置状況

に係る検査は目視検査、図面等による検査とし、5.1.1による。 

b) 圧力計の精度に係る検査は圧力計精度確認用器具を用いた｢精度検査｣とし、

5.1.2による。 

5.1.1 目視検査、図面等確認 

次の各号を満足していることを、目視、図面等により確認する。 

a) 冷媒設備の圧力区分ごと 1)に圧力計を設けなければならない。 

b) 当該設備の運転圧力を適切に測定可能な圧力計 2)を設けなければならい。 

c) 圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有していな

い場合には、潤滑油圧力を示す圧力計を設けなければならない。 

ただし、a)及び b)の確認については、前回保安検査以降に、圧力計の設置状況

等に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視、図面

等による確認に代えてもよい。 

注 1) 圧力区分ごととは、圧縮機の吐出圧力、吸入圧力及び潤滑油圧力並び

に発生器の冷媒ガス圧力の別をいう。 

注 2) 適切に測定可能な圧力計とは、外観に変形、破損、その他の異常がな

いこと等も該当する。 
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5.1.2 精度検査又は記録確認 

 圧力計の誤差があらかじめ定められた許容差以内であることを、圧力計精度

確認用器具を用いた測定 3)又はその記録により確認する。 

許容差は次のいずれかを満足しなければならない。 

a) 該当するＪＩＳ規格に定める許容差又はこれと同等以上のもの 

b) 当該圧力計の 1/2 目盛量（一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装

置を有する圧力計 4）の場合にあっては通常用いられる測定範囲の最大値の    

5/1000） 

注 3) 圧力計精度確認用器具は、計量法等に基づきトレーサビリティの取れ

た計測器にしなければならない。 

注 4) 一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装置を有する圧力計

とは、いわゆる電子式圧力計を指し、検出部、変換器部、ＤＣＳ、記

録計等の指示又は記録を行う装置により構成された圧力計測装置の

検出部のことをいう。 

5.2 液面計 

a) 冷媒設備（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとするものに限る。）に係る

受液器に設けられた液面計の設置状況に関する検査は目視検査、図面等に

よる検査とし、5.2.1 による。 

b) 受液器に設けられたガラス液面計に講じた破損を防止するための措置に係

る検査は、目視検査とし、5.2.1 による。 

c) 冷媒設備（可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとするものに限る。）に係る

受液器とガラス管液面計とを接続する配管に講じた漏えいを防止するため

の措置に係る検査は、目視検査及び作動検査又はその記録による検査とし、

5.2.1 及び 5.2.2 による。 

5.2.1 目視検査、図面等確認 

 次の各号を満足していることを確認する。 

a) 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする受液器には、丸形ガラス管液面計

以外の液面計を設けなければならない。 

b) 受液器に設けられた液面計は、ガラス管の破損を防止するため、金属製等の

覆いを設けなければならない。 

c) 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の受液器と当該ガラス

管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えい

を防止するため、自動式及び手動式の止め弁（自動及び手動によって閉止で

きる二つの機能を備えた単一の止め弁でもよい。）を設けなければならない。 

d) 外観に破損、変形その他の異常がないことを確認する。 
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5.2.2 止め弁の作動検査 

 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の受液器と当該ガラス管

液面計とを接続する配管に設けた止め弁が正常に作動することを確認する。 

ただし、自動式の止め弁の作動検査を行うことが不適当な場合 1)は、手動式の止

め弁が確実に作動することを確認するものとする。 

注 1) 自動式の止め弁の作動検査を行うことが不適当な場合とは、作動検査

を実施することで、保安上の問題を生じる可能性がある場合をいう。

この場合、液面計の分解点検時に液面計を取り外して、自動式止め弁

の適切な整備を実施し、作動検査を行う。 

5.3 電気設備の防爆構造 

5.3.1 電気設備に係る検査 

 可燃性ガス（アンモニアを除く。）を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備

に関する検査は、目視検査及び図面又は記録による検査とし、次による。 

5.3.2 目視検査及び図面又は記録確認 

次の各号を満足していることを確認する。 

a) 電気設備は、爆発の危険のない安全な場所に設置されなければならない。 

b) 可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所に設置して

ある場合は、危険の程度によりゾーン０、ゾーン１又はゾーン２に分類し、

可燃性ガスの種類及びそれぞれの場所に応じた防爆構造の電気機器を選定

して設置されなければならない。 

c) 外観 1)に腐食、破損、変形その他の異常 2)がないことを確認する。 

注 1) 外観には、取付位置、構造等を含む。 

注 2) ボルト弛み、腐食、異物衝突等による電気設備本体、端子箱の合わせ

面等の破損、変形等を含む。 

 

6 保安・防災設備 

6.1 安全装置 

a) 冷媒設備の安全装置に係る検査は目視検査、図面等による検査とし、6.1.1

による。 

b) 安全弁等の性能に係る検査は作動試験用器具又は設備を用いた検査又はそ

の記録による検査とし、6.1.2による。 

6.1.1 目視検査、図面等確認 

次の各号を満足していることを目視、図面等により確認する。 

a) 冷凍設備の種類に応じ、適切な安全装置（高圧遮断装置、安全弁（圧縮機内

蔵形安全弁を含む。）、破裂板、溶栓又は圧力逃がし装置（有効に圧力を逃が

すことが可能な装置をいう。）を、適切な位置に設けなければならない。 
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b) 液封となるおそれがある配管には安全弁又はリリーフ弁を設けなければな

らない。 

c) 安全装置は破損その他の異常がないことを確認する。 

ただし、a)及び b)の確認については、前回保安検査以降、安全装置の設置状

況に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視、

図面等による確認に代えてもよい。 

6.1.2 作動検査又は記録確認 

安全弁及び高圧遮断装置の機能を安全弁作動試験用器具若しくは設備を用い

た作動試験又はその記録により確認する。 

ただし、圧縮機内蔵形安全弁の機能については、圧縮機のオーバーホール時に

実施した作動試験の記録により確認する。 

また、冷房・暖房を切り替えて使用する設備については、切り替え時に実施し

た作動試験の記録により確認する。 

6.2 安全弁等の放出管 

可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備の安全弁又は破裂板（大

気に冷媒ガスを放出することのないものを除く。）の放出管に係る検査は目視検

査とし、次による。 

6.2.1 目視検査 

次の各号を満足していることを目視により確認する。 

a) 可燃性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けた放出管は、近接する建築物又

は工作物の高さ以上の高さであって周囲に着火源等のない安全な位置に開

口部を設けなければならない。 

b) 毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に設けた放出管は、除害設備内に開口部

を設けなければならない。 

6.3 除害措置 

a) 毒性ガスの製造設備に講じた当該毒性ガスが漏えいしたとき安全に、かつ、

速やかに除害するための措置又はそのための設備の状況を目視検査による

ほか、図面又は記録による検査とし、6.3.1 による。 

b) 当該設備の機能に係る検査は、作動検査又はその記録による検査とし、6.3.2

による。 

6.3.1 目視検査及び図面又は記録確認 

次の各号を満足していることを目視及び図面又はその記録により確認する。 

a) 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ、適切な拡散措置を講じなければなら

ない。 

b) 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ、適切な装置を設置し、かつ、直ちに

使用可能な状態にしなければならない。 

c) 毒性ガスの種類に応じ、適切な除害剤を規定量以上保有しなければならな

い。 
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d) 除害剤は、適切な場所に保管しなければならない。 

e) 毒性ガスの種類に応じ、所定の保護具を備え、かつ、直ちに使用可能な状態

にしなければならない。 

f) 保護具は、適切な場所に保管しなければならない。 

ただし、a)及び f)の確認については、前回の保安検査以降、変更がないことを

記録により確認した場合は、その確認をもって目視及び図面による確認に代

えてもよい。 

6.3.2 作動検査 

除害のための設備の機能を作動試験又はその記録により確認する。 

6.4 ガス漏えい検知警報設備 

a) 可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造施設におけるガスの漏えい

を検知し、かつ、警報するための設備の検査は目視検査及び記録又は図面に

よる検査とし、6.4.1 による。 

b) 当該設備の機能に係る検査は作動検査又はその記録による検査とし、6.4.2

による。 

6.4.1 目視検査及び記録又は図面確認 

次の各号を満足していることを目視及び図面又はその記録により確認する。 

a) 冷媒ガスの種類に応じ、適切なガス漏えい検知警報設備（以下「検知警報設

備」という。）が次により設置されなければならない。 

1) 検知警報設備の検出端部は適切な設置場所に、所定数設置されなければな

らない。 

ただし、蒸発器を設置した冷蔵庫内に検知警報設備の設置を省略している

場合は、当該冷蔵庫内の電気設備に防爆のための措置を講じなければなら

ない。 

2) 検知警報設備の検出端部は、当該冷媒ガスの比重、周囲の状況、冷媒設備

の構造等の条件に応じて検知が確実にできる位置(高さ)に設置されなけれ

ばならない。 

3) ランプの点灯又は点滅及び警告音を発する場所は、関係者が常駐する場所

であって、警報があった後、各種の対策を講じるのに適切な場所でなけれ

ばならない。 

b) 検知警報設備は、外観に異常がないことを確認する。 

c) 検知警報設備は、日常の点検その他の保守管理が適切に行われなければなら

ない。 

6.4.2 作動検査 

検知警報設備の機能を作動試験又はその記録により確認する。 

6.5 消火設備 

a) 可燃性ガスの製造施設の消火設備の検査は目視検査及び記録等による検査
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とし、6.5.1 による。 

b) 当該消火設備（粉末消火器及び不活性ガス消火器を除く。）の性能に係る検

査は作動検査又はその記録による検査とし、6.5.2 による。 

 

6.5.1 目視検査及び記録等確認 

次の各号を満足していることを目視検査及び図面又は記録により確認する。 

a) 防護対象設備、施設の規模、冷媒ガスの種類及び周囲の状況等に応じ、適切

な消火設備（可搬式又は固定式の放水装置、水噴霧装置、散水装置及び粉末

消火器、不活性ガス消火器並びにスチーム又は不活性ガスを使用する消防火

設備など）を、適切な場所に設けなければならない。 

b) 消火設備は、外観に腐食、破損、変形、その他の異常がなく、使用可能な状

態になっていなければならない。 

6.5.2 作動検査 

消火設備の性能を作動試験又はその記録により確認する。 
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保安検査基準 冷凍保安規則関係 

解 説 

 

 

 この解説は、基準に規定・記載した事柄を説明するものであり、規格の一部で

はない。 

 

1 制定の趣旨 

 高圧ガス製造施設の保安検査については、従来、高圧ガス保安法の省令にてそ

の検査方法の詳細が規定されていたが、製造施設（設備）の使用環境等によらず

一律の検査方法が適用されている等の問題があったため、検査の実態、対象設備

の状況等を踏まえ、保安の維持・向上の観点から実効性のある望ましい検査の方

法を検討し、関係法令の見直しに反映することを目的として、2004 年にこの基

準を制定した。 

 

2 前回までの改正の趣旨及び経緯 

 この基準は、2005 年、2009 年、2011 年及び 2020 年の 4 回の改正を経てい

る。改正の経緯を次に示す。 

a) 2005 年の改正では、総合資源エネルギー調査会 高圧ガス及び火薬類保安

分科会高圧ガス部会 保安検査規格審査小委員会（以下｢小委員会｣とい

う。）の指摘を踏まえ、小規模な改正を行った。 

なお、2005 年 3 月 30 日付け保安検査の方法を定める告示により本基準が

保安検査の方法として指定を受けた。 

b) 2009 年の改正では、スクラバー式の除害装置の性能を確認するための作動

検査の項を新設し、散布式の除害設備及びスクラバー式の除害設備の機能

を作動試験又はその記録により確認する旨を規定した。 

なお、2010 年 3 月 12 日付け保安検査の方法を定める告示の一部改正にお

いて、2009 年版の本基準が保安検査の方法として指定を受けた。 

c) 2011 年の改正では、2009 年（9 月及び 11 月）の小委員会での指摘を踏ま

え、基準の全体構成について見直しを行った。 

1) 基準の全体構成については、JIS Z 8301 規格票の様式及び作成方法に準

拠するように努め、整理、見直しを行った。 

2) その他 解釈の明確化のため、字句の修正、表現の見直し等を行った。 

d) 2020 年の改正では、2016 年 11 月 1 日の冷凍則改正により、特定不活性ガ

スが新たに定義され、特定不活性ガスに係る技術基準として、「漏えいガス
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著作権法により無断での複製,転載等は禁止されております。 
解 

が滞留しない構造」及び「ガス漏えい検知警報設備」が追加されたことから、

これらの検査の方法を追加した。 

 

3 今回（2024 年）の改正の趣旨 

2024 年の改正では、保安検査基準における新技術（ドローン、ロボット等）

を活用した検査方法を追加した。また、基準の全体構成について JIS Z 8301 規

格票の様式及び作成方法に準拠するように努め、整理、見直しを行った。 

 

4 解説事項 

4.1 冷凍設備の耐圧性能（4.1） 

耐圧試験は、設備の製作完了時点で強度上の健全性が確保されていることを

確認するための試験であり、使用されている設備に実際に加わる圧力以上の負

荷を与えることはその設備の安全性を損なうおそれがある。 

冷凍設備に用いられている材料は、冷媒ガスによる腐食の発生及びエロージ

ョンによる減肉、劣化損傷による傷の発生のおそれもないこと、定期自主検査で

も冷凍設備の外面に劣化、損傷、その他の異常がないことを確認していることか

ら、耐圧試験は実施しない。 

 

4.2 製造設備の検査方法 

 製造設備においては、必要に応じて取り扱い説明書等に従って、保守点検業

者、工事会社等と十分に相談のうえ、各検査項目について検査を行うことが望ま

しい。 

 

 


